
登録業者の皆様へ

建設工事に係る設計業務等の最低制限価格算出方法の変更について

　令和６年６月１日以降に公告又は通知を行う入札から適用します。
　

１　改正要領
千歳市最低制限価格制度実施要領

2　改正内容

　①最低制限価格制度に係る測量・土木設計・地質調査業務の基準価格を引き上げます。

【改正前】

【改正後】

令和６年５月31日

総務部契約管財課長　　　

　建設工事に係る測量、調査及び設計業務の最低制限価格について、次のとおり改正しました。

測量 直接測量費 測量調査費 諸経費の48％

土木設計 直接人件費 直接経費 その他原価の90％ 一般管理費等の48％

地質調査業務 直接調査費 間接調査費の90％解析等調査業務費の80％諸経費の48％

算定方法

測量 直接測量費 測量調査費 諸経費の50％

土木設計 直接人件費 直接経費 その他原価の90％ 一般管理費等の50％

地質調査業務 直接調査費 間接調査費の90％解析等調査業務費の80％諸経費の50％

算定方法



　②最低制限価格制度に係る建築設計・土木設計・その他設計等業務の
設定範囲を引き上げます。

【改正前】

【改正後】

担当：総務部契約管財課契約係

設定上限 設計価格の80％

設定下限 設計価格の60％

設定範囲

設定上限 設計価格の81％

設定下限 設計価格の60％

設定範囲


